
副首都の制度設計に向けた検討体制

知事・市長

副首都推進局長

府市 庁内部局 （窓口：各部局次長等）

連携

既存体制大阪副首都整備方針検討チーム

≪副首都法案骨子案（ポイント）に記載された基本的施策等≫

事業者等によるバックアップ投資
促進のため、必要な税制上の措置

その他の必要な施策

副首都の整備に必要な法制上・

財政上・税制上の措置

民間投資の促進に必要な

税制上の措置等の施策

規制緩和

都市機能の増進に寄与する

まちづくりの推進

首都中枢機能の代替のための

拠点の整備

目 的

体 制

副知事・副市長

資料

大阪がめざす副首都のあり方を明確化するとともに、副首都として必要となる拠点整備や
規制緩和などを検討し、政府が策定する副首都に関する整備方針等に反映させる。

主なスケジュール（想定）

６月18日 チーム発足

６～７月 有識者ヒアリング
〔副首都本部会議〕
民間事業者ヒアリング
市町村との意見交換

秋 提案とりまとめ
〔副首都本部会議〕
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副首都の制度設計に向けた検討体制

副首都法案骨子案（ポイント）に
記載された基本的施策等

チーム員 府関係部局

事業者等によるバックアップ投資促進のため、
必要な税制上の措置その他の必要な施策

府 阪本理事（副首都推進局）
川崎副理事（政策企画部戦略調整局）
前田監（商工労働部）

市 惠課長（経済戦略局立地推進部）

政策企画部
ｽﾏｰﾄｼﾃｨ戦略部
府民文化部
ＩＲ推進局
商工労働部
環境農林水産部

首都中枢機能の代替のための拠点の整備

府 阪本理事（副首都推進局）

浅井技監（都市整備部）
石塚副理事（総務部庁舎室）
山下参事（総務部人事課）

市 木村部長（危機管理室）
三好課長（消防局企画部）

危機管理室
総務部
財務部
府民文化部
福祉部
健康医療部

規制緩和

都市機能の増進に寄与する
まちづくりの推進

府 浅井技監（都市整備部）
市 上塚理事（建設局）

政策企画部
都市整備部
大阪都市計画局
大阪港湾局

民間投資の促進に必要な
税制上の措置等の施策

府 阪本理事（副首都推進局）
川崎副理事（政策企画部戦略調整局）
前田監（商工労働部）

市 惠課長（経済戦略局立地推進部）

政策企画部
ｽﾏｰﾄｼﾃｨ戦略部
府民文化部
ＩＲ推進局
商工労働部
環境農林水産部

副首都の整備に必要な
法制上・財政上・税制上の措置

全員 必要に応じて適宜参画

➢ チーム員は副首都推進局兼務
➢ 全体の取りまとめは阪本理事（リーダー）、状況に応じ柔軟かつ臨機応変に対応

※ 現時点での想定。今後の検討状況により、各項目に記載の府関係部局以外の部局についても、必要に応じて適宜参画。
※ 教育庁等他任命権者に対しては、必要に応じて協力を要請。
※ カウンターパートとなる大阪市の関係部局の参画も想定。
※ 府関係部局の連絡窓口は、各部局の次長等が担う。 2


